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■ 看護職員及び看護要員の勤務数について 

 

                                                令和７年１０月１日 
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■ 看護職員の負担軽減及び処遇改善について 
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■ リハビリテーション実績について 
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 令和６年６月診療報酬改定に係るお知らせ 

■ ベースアップ評価料について 
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■  生活習慣病管理料Ⅱへの移行について 

 

 

2024（令和６）年６月１日から診療報酬が改定されました。 

今回の改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から「糖尿病」、「高血圧」、「脂質異常 

症」が除かれました。 

当院では、「糖尿病」、「高血圧」、「脂質異常症」が主病の患者さんにつきましては、厚生 

  労働省の指針に基づき、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理を行うため「生活習 

慣病管理料（Ⅱ）」に移行することにしました。 

 

■対象となる患者さん 

「糖尿病」、「高血圧」、「脂質異常症」が主病の患者さん 

 

■療養計画書の作成・配付 

患者さんごとに療養計画書を作成しお渡しします。 

      このため、初回は同意書へのサインが必要となります。 

また、４ヵ月に１回以上計画書をお渡しします。 

 

■移行時期 

2024（令和６）年６月１日（土）から開始します。 

 

この度の移行により、患者様の自己負担額が１ヶ月あたり 200 円～６００円程度増える 

ことがあります。これらは国が定める診療報酬改定に伴う変更でありますことや、昨今の各 

種資材などの費用増大の影響などによるものであります。ご理解をいただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 

東八幡平病院長 
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■  口腔機能管理・口腔衛生管理の開始について 

 

 

～ 回復期リピリテーション病棟へ入院される患者さんへ ～ 

  

令和６年度診療報酬の改定において、回復期医療におけるリハビリテーションと 

栄養管理、口腔管理を一体的に取組み、推進することの基本方針が国から示され 

ました。 

  

当院では、この方針に基づき、患者さんの口腔機能管理計画を立て、歯科医師に 

よる口腔機能の評価と歯科衛生士による口腔ケアを６月から開始しました。 

         口腔機能管理により、「肺炎や誤嚥性肺炎の予防」や「低栄養の改善」、「リハビリ 

テーション効果の向上」が期待できます。 

  

作成する口腔機能管理計画書は、患者さんまたはご家族にお渡しします。 

         これらの診療やケアに伴い６月以降は入院費に加え、歯科の管理料・治療費など 

の医療費が発生する場合があります。 

         診療報酬の改定と基本方針の趣旨にご理解をいただきますようお願い申し上げ 

ます。 

 

患者さんの健康状態の維持・改善に医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、理学 

    療法士、作業療法士、言語聴覚士など多職種が連携し取り組んでまいります。 

      ご不明な点やご質問などございましたらお気軽にお問合せください。 

 

                                              東八幡平病院長 

     ■お問合せは、 

東八幡平病院 電話 0195-78-2511  

事務部医事課までお願いします■ 
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当院歯科診療に関するお知らせ 

 

令和８年１月２８日 

 

 

 

フッ素塗布・シーラントの価格について 

 

 当院では、フッ素塗布・シーラントの価格を下記の 

金額より実施しています。 

 

フッ素塗布 1，620円

シーラント 1，620円
 

 

 

患者各位 

                                          病院長 
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お知らせ 

 

    当院では歯科医療に係る歯科医療安全管理対策について、 

下記のとおり取り組んでいます。 

 

●  医療安全管理、医薬品業務手順等、医療安全対策に係わ 

る指針等の策定 

●  医療安全対策に係わる研修の受講ならびに従業員への研 

修の実施 

●  安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具  

等を設置しています。 

設置装置等：AED、パルスオキシメーター、酸素、 

血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引 

装置 

●     緊急時に対応できるよう、医科医療機関と連携していま 

す。 

 連携医療機関名： 本院 内科 

●    当医院は、安全で安心できる歯科外来診療の環境整備に 

ついて、厚生労働大臣の定める施設基準に適合し「歯科外 

来診療医療安全対策加算 1」を算定しています。 

 

医療安全対策について、ご不明な点がございましたら、 

院長までおたずね下さい。 

 

院 長 
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お知らせ 
 

当院では歯科医療における院内感染防止対策について、 

下記のとおり取り組んでいます。 

● 院内感染対策に係わる指針等の策定 

● 院内感染対策に係わる研修の定期的な受講ならびに従 

業員への定期的な研修の実施 

● 口腔内で使用する歯科医療機器などに対する、患者ごと 

の交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等 

の十分な感染対策を講じています。 

  設置装置等： 高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ） 

● 院内感染対策委員会と連携し感染対策に取り組んでいま 

す。 

● 当院は、歯科外来診療における院内感染防止対策につき 

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと 

して地方厚生局長等に届け出た保険医療機関です。 

院内感染対策について、ご不明な点がございましたら、 

院長までおたずね下さい。 

                       院 長 
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金属床総義歯の価格について 

 

当院では、金属床総義歯の価格を下記の金額により実施し 

ています。 

 

下　　顎 上　　顎

コバルトクロム 12万 12万

金パラジウム 20万 20万

金属の種類
1床当たりの価格

 

 

  患者各位 

病院長 
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患者のみなさまへ 

当院の施設基準ご案内 
 

▶ 初診料（歯科）の注 1 に掲げる基準 

「当院では、歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体

制を整備し、十分な機器を有し、研修を受けた歯科医師が常勤して

おります。また、職員に院内感染に係る院内研修等を実施していま

す。」 

▶ 歯科外来診療医療安全対策加算 1 

▶ 歯科外来診療感染対策加算 1 

▶ クラウン・ブリッジの維持管理料 

当院で装着した冠やブリッジについて、2 年間の維持管理 

に取り組んでいます。  

異常があればそのままにせずお早めにお知らせください。 

▶ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

▶ 歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準 

▶ 保険外併用療養費 

  ・金属床による総義歯の提供の実施 

  ・う蝕に罹患している患者の指導管理の実施 

▶ 当院では明細書を発行しています 

診療報酬の算定項目がわかる明細書の発行を無料で行って 

います。 

当院では上記の施設基準について届出しています。 

 

                     院 長 

 


